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二
〇
一
〇
年
六
月
、
香
港
の
立
法
会

（
議
会
）
は
、
行
政
長
官
（
首
長
）
と

立
法
会
の
選
挙
制
度
を
定
め
た
香
港
基

本
法
付
属
文
書
一
お
よ
び
二
の
修
正
草

案
を
可
決
し
た
。
今
日
の
香
港
で
は
、

二
〇
一
七
年
以
降
に
民
主
化
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
今

回
は
そ
の
前
に
暫
定
的
な
選
挙
改
革
を

行
う
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
選
挙
制
度

は
二
〇
一
二
年
の
行
政
長
官
お
よ
び
立

法
会
選
挙
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
。

二
〇
〇
五
年
に
も
類
似
す
る
改
革
案

が
審
議
さ
れ
た
も
の
の
、
民
主
派
が
反

対
に
回
っ
た
た
め
、
可
決
に
必
要
な
立

法
会
に
お
け
る
三
分
の
二
の
賛
成
が
得

ら
れ
ず
、
廃
案
と
な
っ
て
い
た
。
今
回

は
民
主
派
の
う
ち
民
主
党
と
、
香
港
の

主
権
を
握
る
中
国
政
府
の
双
方
が
妥
協

に
応
じ
た
た
め
、
香
港
政
府
が
提
出
し

た
改
革
案
は
一
定
の
修
正
を
施
し
た
も

の
の
、
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
、
民
主
党
に
対
し
て
は
、
そ

の
支
持
者
や
同
じ
民
主
派
に
属
す
る
社

民
連
、公
民
党
か
ら
の
反
発
も
大
き
い
。

ま
た
、
民
主
化
の
完
成
に
は
、
香
港
に

独
特
な
制
限
選
挙
を
実
施
し
て
い
る
立

法
会
議
員
の
「
職
能
団
体
選
出
枠
」
を

廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
立
法
会
の

半
数
を
占
め
る
同
枠
出
身
の
議
員
が
抵

抗
す
れ
ば
、
立
法
会
で
の
可
決
は
難
し

い
。
果
た
し
て
、
今
回
の
選
挙
制
度
は

香
港
に
お
け
る
民
主
化
の
完
成
に
向
け

た
第
一
歩
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

● 

従
来
の
選
挙
制
度
と
二
〇
〇
五

年
の
改
革
案

　
最
初
に
複
雑
な
香
港
の
選
挙
制
度
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
行

政
長
官
は
選
挙
委
員
会
で
の
間
接
選
挙

を
経
た
後
、
中
国
政
府
（
国
務
院
）
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
立
法
会
の
議
席

は
半
分
が
普
通
選
挙
（
中
選
挙
区
）
枠
、

残
り
の
半
分
が
職
能
団
体
選
出
枠
に
割

り
当
て
ら
れ
て
い
る
（
図
1
を
参
照
）。

　
選
挙
委
員
会
の
委
員
と
立
法
会
職
能

団
体
選
出
枠
の
議
員
は
い
ず
れ
も
、
一

つ
も
し
く
は
複
数
の
業
界
団
体
や
職
業

団
体
な
ど
で
構
成
さ
れ
た
選
出
枠
で
の

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
。

　
選
出
枠
と
な
る
業
界
、
職
業
団
体
の

構
成
や
各
選
出
枠
の
定
数
は
若
干
異
な

る
が
、
両
者
の
選
挙
方
法
に
は
共
通
す

る
問
題
点
が
あ
る
。第
一
の
問
題
点
は
、

選
出
枠
の
間
で
一
票
の
価
値
の
違
い
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
立
法
会

で
は
、
数
百
か
ら
数
千
の
有
権
者
し
か

し
な
い
金
融
業
界
や
経
済
団
体
、
高
度

専
門
職
な
ど
の
選
出
枠
も
、
数
万
以
上

の
有
権
者
が
い
る
教
育
や
社
会
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
選
出
枠
も
一
人
の
議
員
を
選

出
し
て
い
る
。
な
お
、
多
く
の
業
界
団

体
で
は
会
社
や
団
体
な
ど
に
投
票
権
が

付
与
さ
れ
る
が
、
実
際
の
投
票
権
の
行

使
は
そ
の
経
営
者
が
行
っ
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。
第
二
の

問
題
点
は
、
選
挙

委
員
会
や
立
法
会

職
能
団
体
選
出
枠

の
有
権
者
が
少
な

い
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
二
〇
〇

八
年
立
法
会
選
挙

の
場
合
、
職
能
団

体
選
出
枠
の
個
人

有
権
者
は
約
二
一

万
人
、
組
織
有
権

者
と
の
合
計
で
は

約
二
三
万
人
で

あ
っ
た
。
後
者
を

と
っ
て
も
、
普
通

選
挙
の
有
権
者

（
約
三
三
七
万
人
）
の
六
・
八
％
に
過

ぎ
な
い
（
参
考
資
料
①
）。

　
返
還
後
の
香
港
で
は
、
将
来
的
に
立

法
会
の
全
議
員
と
行
政
長
官
を
普
通
選

挙
で
選
ぶ
こ
と
が
当
初
か
ら
議
論
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
董
建
華
初
代
行
政

長
官
は
香
港
市
民
の
支
持
を
失
っ
た
。

そ
の
た
め
、
政
局
の
混
乱
を
危
惧
し
た

中
国
当
局
は
二
〇
〇
四
年
に
全
国
人
民

代
表
大
会
常
務
委
員
会
（
全
人
代
常
務

委
）
の
決
定
を
出
し
、
民
主
化
を
一
時

中
止
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
七

月
に
曽
蔭
権
（
ド
ナ
ル
ド
＝
ツ
ァ
ン
）

が
行
政
長
官
に
就
任
し
た
後
、
再
び
民

主
化
の
議
論
が
再
開
さ
れ
た
。

　
同
年
一
〇
月
に
は
早
く
も
選
挙
改
革

立法会

区議会

行政長官

有　権　者

選挙委員会

職能団体

それぞれの
職能団体に所属 選出

選出選出

選出 選出

兼任

任命

（注）実線は行政長官、点線は（立法会、区議会）議員の選出を示す。
有権者とは普通選挙における有権者を指す。

図１　主要選挙における選出の流れ

竹
内
孝
之

香
港
に
お
け
る
民
主
化
の「
再
開
」

―
二
〇
一
二
年
行
政
長
官
、立
法
会
選
挙
制
度
改
革
―

ト
レ
ン
ド
・
リ
ポ
ー
ト
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香港における民主化の「再開」 －2012年行政長官、立法会選挙制度改革－

案
の
雛
形
と
な
る
「
政
制
発
展
第
五
号

報
告
書
」
を
公
開
し
た
。
全
人
代
の
決

定
も
あ
り
、同
案
で
は
完
全
な
民
主
化
、

つ
ま
り
普
通
選
挙
の
完
全
実
施
が
見
送

ら
れ
、
そ
の
実
現
時
期
も
明
記
さ
れ
な

か
っ
た
。
選
挙
委
員
会
に
よ
る
行
政
長

官
の
間
接
選
挙
は
維
持
さ
れ
、
立
法
会

の
職
能
団
体
選
出
枠
も
普
通
選
挙
枠
と

同
じ
議
席
数
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
（
表

一
を
参
照
）。
そ
の
代
わ
り
、
区
議
会

の
議
員
全
員
を
選
挙
委
員
会
に
組
み
込

み
、
ま
た
立
法
会
職
能
団
体
選
出
枠
の

増
加
分
全
て
を
区
議
会
選
出
枠
に
割
り

振
る
こ
と
で
、
選
挙
制
度
に
お
け
る
民

主
的
要
素
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
区
議

会
は
香
港
に
お
け
る
事
実
上
の
地
方
議

会
で
、
全
部
で
一
八
あ
る
。
区
議
会
議

員
は
四
分
の
三
が
普
通
直
接
選
挙
で
選

ば
れ
て
い
る
⑴

。

　
選
挙
制
度
の
改
正
に
は
立
法
会
で
の

三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
。
民

主
派
は
立
法
会
で
三
分
の
一
を
僅
か
に

越
え
る
議
席
を
持
ち
、
可
決
に
は
民
主

派
の
賛
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
民
主
派

は
完
全
な
民
主
化
の
時
期
を
明
記
す
る

よ
う
求
め
た
が
、
香
港
政
府
は
こ
れ
に

応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇

五
年
の
改
革
案
は
立
法
会
で
否
決
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

● 

結
論
の
出
な
い
議
論
と
民
主
派

の
ジ
レ
ン
マ

　
し
か
し
、
可
決
さ
れ
た
選
挙
改
革
は

二
〇
〇
五
年
案
を
ベ
ー
ス
と
し
、
大
き

な
変
更
は
な
い
。
む
し
ろ
、
行
政
長
官

の
選
挙
委
員
会
に
は
区
議
会
議
員
か
ら

の
選
出
枠
が
減
ら
さ
れ
た
よ
う
に
、
後

退
し
た
部
分
す
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
今
回
は
可
決
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
つ
は
、
香
港
の
各
勢
力
の
意
見
が

ま
と
ま
ら
ず
、
議
論
が
平
行
線
を
続
け

た
こ
と
で
あ
る
。
曽
蔭
権
行
政
長
官
は

結
論
を
出
さ
な
い
ま
ま
、
二
〇
〇
七
年

一
二
月
、
全
人
代
常
務
委
に
「
二
〇
一

二
年
行
政
長
官
選
挙
お
よ
び
立
法
会
選

出
弁
法
改
定
の
需
要
に
関
す
る
報
告
」

を
提
出
し
て
、
中
国
当
局
に
ボ
ー
ル
を

投
げ
た
。
全
人
代
常
務
委
は
こ
れ
を
受

け
、「
二
〇
一
二
年
行
政
長
官
お
よ
び

立
法
会
の
選
出
方
法
お
よ
び
普
通
選
挙

問
題
に
関
す
る
決
定
」
を
公
布
し
、
行

政
長
官
選
挙
で
の
普
通
選
挙
の
実
施
を

二
〇
一
七
年
以
降
に
延
ば
し
、
立
法
会

も
二
〇
一
二
年
選
挙
で
は
普
通
選
挙
と

職
能
団
体
選
出
枠
の
議
席
数
を
同
数
と

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
曽
蔭
権
行
政
長

官
は
同
決
定
を
解
釈
し
、
二
〇
一
七
年

行
政
長
官
選
挙
お
よ
び
二
〇
二
〇
年
立

法
会
選
挙
で
の
普
通
選
挙
の
全
面
実
施

の
道
が
開
け
た
と
述
べ
、
普
通
選
挙
の

予
定
時
期
が
示
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。

そ
し
て
、
選
挙
制
度
改
革
に
協
力
す
る

よ
う
、
民
主
派
に
呼
び
か
け
た
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
全

人
代
決
定
は
、
二
〇
〇
七
年
以
降
の
普

通
選
挙
実
施
を
掲
げ
た
香
港
基
本
法
付

属
文
書
一
や
二
と
同
じ
書
き
ぶ
り
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
普
通
選
挙
全
面
実
施
の

目
標
時
期
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、「
以
降
」と
い
う
言
葉
が
あ
る

た
め
、
こ
の
目
標
は
全
人
代
の
基
本
法

解
釈
や
決
定
に
よ
り
、
反
故
に
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
職
能
団
体
選
出

枠
の
維
持
を
求
め
る
保
守
派
や
区
議
会

任
命
議
員
を
務
め
る
左
派
を
切
り
捨
て

れ
ば
、
中
国
当
局
は
香
港
に
お
け
る
シ

ン
パ
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
。こ
の
た
め
、

民
主
派
は
二
〇
〇
七
年
の
全
人
代
決
定

や
曽
蔭
権
行
政
長
官
の
解
釈
を
信
用
せ

ず
、
あ
く
ま
で
二
〇
一
二
年
の
行
政
長

官
お
よ
び
立
法
会
選
挙
に
お
け
る
普
通

選
挙
の
全
面
実
施
を
主
張
し
続
け
た
。

　
二
つ
目
は
、
民
主
派
の
ジ
レ
ン
マ
で

あ
る
。
実
は
、
香
港
市
民
の
多
く
が
二

〇
〇
五
年
の
改
革
案
の
可
決
を
望
ん
で

い
た
。
香
港
大
学
民
意
研
究
計
画
の
世

論
調
査
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
九
〜
一

二
日
実
施
）
で
は
、
同
案
へ
の
支
持
が

四
三
・
三
％
、
不
支
持
が
一
六
・
一
％

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
普
通
選
挙
の
完
全

実
施
の
予
定
を
示
す
べ
き
と
す
る
民
主

派
の
主
張
に
は
五
一
・
七
％
の
支
持
が

あ
っ
た
も
の
の
、
予
定
が
示
さ
れ
な
い

こ
と
を
理
由
に
同
案
を
否
決
す
る
こ
と

に
は
不
支
持
が
四
七
・
五
％
を
占
め
、

支
持
（
二
四
・
八
％
）
を
大
き
く
上
回
っ

た
（
参
考
資
料
②
）。
当
時
の
民
主
派

は
民
主
化
の
完
成
と
い
う
理
想
を
優
先

し
た
も
の
の
、
そ
の
行
動
は
明
ら
か
に

民
意
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
今
回
、
民
主
党
な
ど
民
主
派
の
一

部
は
、
将
来
の
民
主
化
の
完
成
を
担
保

し
つ
つ
、
民
意
を
尊
重
し
、
妥
協
に
応

じ
た
の
で
あ
る
。

●「
五
区
総
辞
」と
民
主
派
の
分
裂

　
黄
毓
民
（
レ
イ
モ
ン
ド
＝
ウ
ォ
ン
）

社
民
連
主
席
は
二
〇
〇
九
年
七
月
、
二

〇
一
二
年
の
普
通
選
挙
の
全
面
実
施
の

是
非
を
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
⑵

に
お
い
て
、

民
意
に
問
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か

し
、
香
港
で
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
制

度
が
な
い
。
そ
こ
で
、
黄
毓
民
は
立
法

会
議
員
が
辞
任
し
、
そ
の
補
欠
選
挙
を

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
見
立
て
る
ア
イ
デ

ア
を
提
示
し
た
。
立
法
会
の
普
通
選
挙

は
五
つ
の
選
挙
区
に
分
け
て
行
わ
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
「
五
区

総
辞（
職
）」あ
る
い
は「
五
区
公
投（
公

民
投
票
﹇
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
﹈
の
略
）」

と
呼
ば
れ
た
。

　
公
民
党
は
当
初
よ
り
「
五
区
総
辞
」

に
前
向
き
で
あ
っ
た
。
香
港
政
府
が
一

一
月
一
八
日
に
二
〇
〇
五
年
案
を
大
差

な
い
選
挙
改
革
草
案
を
公
開
諮
詢
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
）
に
か
け

る
と
発
表
す
る
と
、
公
民
党
は
社
民
連

と
と
も
に
反
発
し
た
。
翌
（
一
九
）
日

に
両
党
は
「
五
区
総
辞
」
で
の
協
力
を

宣
言
し
た
。
さ
ら
に
、
公
民
党
党
首
の

余
若
薇
（
オ
ー
ド
リ
ー
＝
ユ
ー
）
立
法
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会
議
員
が
「
五
区
総
辞
」
の
活
動
責
任

者
に
就
任
し
た
。

　
一
方
、民
主
党
は
当
初
、「
五
区
総
辞
」

へ
の
参
加
を
検
討
し
た
。
判
断
は
民
主

党
の
長
老
の
間
で
も
意
見
が
割
れ
た
。

司
徒
華
（
元
党
主
席
）
な
ど
は
急
進
派

の
社
民
連
に
同
調
す
れ
ば
、
理
性
的
な

議
論
を
妨
げ
る
と
考
え
、
ま
た
立
法
会

の
議
事
運
営
へ
の
影
響
や
議
席
を
奪
わ

れ
る
な
ど
不
測
の
事
態
に
よ
り
親
政
府

派
を
利
す
る
と
の
懸
念
を
挙
げ
た
。
党

の
大
勢
も
司
徒
華
と
同
様
で
あ
り
、「
五

区
総
辞
」
へ
の
参
加
は
見
送
ら
れ
た
。

一
方
、
李
柱
銘
（
初
代
党
主
席
）
は
、

当
初
、「
五
区
総
辞
」
に
反
対
し
て
い

た
が
、
後
に
賛
成
に
回
り
、
社
民
連
や

公
民
党
候
補
の
応
援
演
説
を
行
っ
た
。

　
二
〇
一
〇
年
一
月
二
六
日
、
社
民
連

の
所
属
議
員
全
員
に
あ
た
る
黄
毓
民
、

梁
国
雄
、陳
偉
業（
ア
ル
バ
ー
ト
＝
チ
ャ

ン
）
と
、
公
民
党
の
梁
家
傑
（
ア
ラ
ン

＝
リ
ョ
ン
）、陳
淑
莊
（
タ
ニ
ヤ
＝
チ
ャ

ン
）
が
立
法
会
議
員
を
辞
任
し
た
。
補

欠
選
挙
は
五
月
一
六
日
に
行
わ
れ
た
。

投
票
率
は
過
去
最
低
の
一
六
・
六
％
で

あ
っ
た
が
、
辞
任
し
た
前
職
全
員
が
当

選
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
当
局

（
国
務
院
香
港
マ
カ
オ
事
務
弁
公
室
）

が
「
五
区
総
辞
」
を
香
港
基
本
法
や
全

人
代
決
定
に
違
反
す
る
と
非
難
し
た
た

め
、
民
建
連
や
自
由
党
が
参
戦
し
な

か
っ
た
こ
と
も
要
因
で
あ
る
。
な
お
、

民
建
連
は
黄
毓
民
を
落
選
さ
せ
る
た

め
、
水
面
下
で
同
じ
九
龍
西
選
挙
区
の

無
所
属
候
補
で
あ
る
白
韻
琹
を
支
援
し

た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
民
主
党
の
他
、民
主
民
生
協
進
会（
以

下
、
民
協
）
な
ど
「
五
区
総
辞
」
に
参

加
し
な
い
民
主
派
勢
力
は
、
二
〇
一
〇

年
一
月
二
五
日
に
「
終
極
普
選
連
盟
」

を
結
成
し
た
。
同
連
盟
は
最
終
的
に
普

通
選
挙
の
全
面
実
施
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
最
終
的
な
決

定
権
を
持
つ
中
国
当
局
と
の
対
話
を
模

索
し
始
め
た
。
た
だ
し
、
既
述
の
よ
う

に
、
民
主
派
に
は
中
国
当
局
と
の
パ
イ

プ
が
な
い
。
そ
こ
で
、
親
政
府
派
の
人

物
に
中
国
当
局
と
の
仲
介
を
求
め
た
。

当
時
の
報
道
で
は
、「
終
極
普
選
連
盟
」

の
メ
ン
バ
ー
は
、
保
守
派
の
范
徐
麗
泰

（
リ
タ
＝
フ
ァ
ン
）
全
人
代
常
務
委
員

（
前
香
港
立
法
会
主
席
）
と
面
会
し
て

い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
革
案
の
可

決
後
、
民
主
党
は
左
派
の
梁
愛
詩
全
人

代
香
港
基
本
法
委
員
会
副
主
任
委
員

（
前
香
港
律
政
司
司
長
）
が
中
国
当
局

上
層
部
と
の
仲
介
を
果
た
し
て
い
た
と

発
表
し
て
い
る
。
民
主
党
は
梁
愛
詩
を

通
し
て
胡
錦
濤
国
家
主
席
宛
て
の
信
書

を
渡
し
、
ま
た
中
央
政
府
駐
香
港
連
絡

弁
公
室
（
以
下
、
中
連
弁
）
職
員
と
面

会
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
五
月
末
、
李
剛
中
連
弁
副
主
任
と

民
主
派
諸
勢
力
そ
れ
ぞ
れ
と
の
会
談
が

数
日
に
渡
り
、
行
わ
れ
た
。

　
民
主
党
お
よ
び
「
終
極
普
選
連
盟
」

の
動
き
に
対
し
て
、特
に
社
民
連
は「
密

室
会
議
」
あ
る
い
は
「
香
港
を
売
り
渡

す
行
為
だ
」
と
激
し
く
批
判
し
た
。
こ

う
し
て
、
民
主
派
は
事
実
上
、
分
裂
状

態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

●
中
国
当
局
と
民
主
党
の
歩
み
寄
り

　
た
だ
し
、
民
主
党
は
五
月
の
時
点
で

暫
定
的
な
改
革
案
に
反
対
す
る
選
択
肢

も
残
し
て
い
た
。
李
剛
中
連
弁
副
主
任

と
の
会
談
も
、「
五
区
総
辞
」
へ
の
影

響
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
後
に
設
定
さ

れ
た
。
ま
た
、
香
港
政
府
は
五
月
一
一

日
に
、
民
主
党
と
中
国
当
局
の
対
話
の

前
に
、
立
法
会
で
の
採
決
に
か
け
る
姿

勢
を
見
せ
た
。
曽
蔭
権
行
政
長
官
は
民

主
派
と
の
妥
協
に
消
極
的
な
姿
勢
を
見

せ
る
一
方
、
香
港
各
地
で
の
タ
ウ
ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
、
彼
自
身
や

政
府
高
官
も
こ
れ
に
出
席
し
た
。
こ
れ

は
、
香
港
市
民
に
支
持
を
直
接
訴
え
、

同
時
に
民
主
派
に
妥
協
を
迫
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
民
主
党
も
一
時

は
態
度
を
硬
化
し
、
香
港
政
府
が
妥
協

し
な
け
れ
ば
、
改
革
案
を
否
決
す
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
。

　
五
月
末
の
民
主
党
と
李
剛
中
連
弁
副

主
任
の
会
談
に
つ
い
て
も
、
そ
の
場
で

両
者
の
溝
が
埋
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
民
主
党
は
中
連
弁
に
対
し
、
以
下

の
条
件
を
出
し
た
。

⑴
普
通
選
挙
権
の
定
義
は
、
国
際
人
権

規
約
に
沿
い
、
普
遍
的
か
つ
平
等
と

す
る
こ
と
。

⑵
二
〇
一
七
年
行
政
長
官
選
挙
の
立
候

補
条
件
は
、
二
〇
〇
七
年
選
挙
よ
り

高
く
し
な
い
こ
と
。
区
議
会
民
選
議

員
全
員
を
行
政
長
官
選
挙
委
員
会
に

入
れ
る
こ
と
。

⑶
二
〇
一
六
年
立
法
会
選
挙
で
は
普
通

選
挙
枠
の
み
を
増
や
し
、
立
法
会
で

の
議
員
立
法
な
ど
に
は
普
通
選
挙
枠

と
職
能
団
体
選
出
枠
そ
れ
ぞ
れ
の
過

半
数
議
員
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
制

度
を
廃
止
す
る
こ
と
。

⑷
二
〇
一
二
年
立
法
会
選
挙
で
は
、
五

議
席
が
追
加
さ
れ
る
区
議
会
選
挙
区

枠
の
選
挙
権
を
他
の
職
能
選
出
枠
の

選
挙
権
が
な
い
市
民
に
与
え
る
こ
と

（
候
補
者
は
区
議
会
議
員
）。

⑸
区
議
会
の
任
命
議
員
を
廃
止
し
、
区

議
会
民
選
議
員
全
員
を
二
〇
一
二
年

行
政
長
官
選
挙
委
員
会
に
い
れ
る
こ

と
。

　
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
目
先
の
二
〇
一

二
年
選
挙
改
革
だ
け
で
な
く
、
民
主
化

の
完
成
に
つ
い
て
担
保
を
求
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
李
剛
中
連

弁
副
主
任
は
会
談
後
の
記
者
会
見
で
、

香
港
政
府
に
は
二
〇
一
二
年
の
選
挙
改

革
し
か
授
権
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ

た
。
ま
た
、
香
港
の
世
論
に
は
職
能
団

体
選
出
枠
の
維
持
に
対
し
て
一
定
の
支

持
が
あ
る
と
述
べ
、
区
議
会
選
出
枠
に

お
け
る
直
接
投
票
に
は
二
〇
〇
七
年
の

全
人
代
決
定
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
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か
と
懸
念
を
示
し
た
。

　
こ
の
た
め
、香
港
の
親
政
府
派
に
は
、

中
国
当
局
が
民
主
党
の
提
案
を
拒
否
し

た
と
判
断
し
、
民
主
党
案
を
批
判
し
始

め
る
者
が
出
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
中

国
当
局
は
後
日
、
民
主
党
へ
の
譲
歩
を

見
せ
始
め
た
。
ま
ず
、
六
月
七
日
に
喬

曉
陽
全
人
代
常
務
委
副
秘
書
長
（
香
港

基
本
法
委
員
会
主
任
委
員
）
が

普
通
選
選
挙
権
の
定
義
を
「
普

遍
か
つ
平
等
」
で
あ
る
と
明
言

し
た
。
た
だ
し
、
区
議
会
選
出

枠
で
の
直
接
投
票
に
は
反
対
の

姿
勢
を
見
せ
た
。
六
月
一
五
日

時
点
で
も
、
郝
鉄
川
中
連
弁
宣

伝
文
体
部
長
が
同
様
の
発
言
を

し
た
。
し
か
し
、六
月
一
八
日
、

梁
愛
詩
全
人
代
香
港
基
本
法
副

主
任
委
員
は
、
区
議
会
選
出
枠

で
の
直
接
投
票
を
基
本
法
や
全

人
代
決
定
に
違
反
し
な
い
と
の

見
解
を
示
し
た
。
一
九
日
に
は

曽
蔭
権
行
政
長
官
も
民
主
党
案

に
対
し
て
、
事
実
上
の
同
意
を

表
明
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
民
主
党
は
二

〇
日
に
政
府
案
へ
の
条
件
付
支

持
を
決
め
た
。
た
だ
し
、
鄭
家

富
立
法
会
議
員
は
反
対
に
回

り
、
立
法
会
で
の
採
決
後
に
民

主
党
を
離
党
し
た
。
ま
た
、
社

民
連
や
公
民
党
の
他
、
区
議
会

任
命
議
員
の
廃
止
が
決
定
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、「
終
極
普

選
連
盟
」
に
参
加
し
て
い
た
民
協
も
反

対
に
回
っ
た
。
立
法
会
で
の
審
議
は
二

三
日
か
ら
二
六
日
ま
で
続
い
た
が
、
そ

の
間
、
立
法
会
ビ
ル
周
辺
は
若
者
を
中

心
に
改
革
案
に
反
対
す
る
群
衆
が
取
り

囲
ん
だ
。
そ
の
中
に
は
、「
民
主
党
に

投
票
し
た
の
に
、
裏
切
ら
れ
た
」
と
叫

ぶ
市
民
も
い
た
。
そ
れ
で
も
、
民
主
党

議
員
の
多
く
が
賛
成
し
た
こ
と
で
、
二

〇
一
二
年
選
挙
改
革
案
は
四
六
票
の
賛

成
で
可
決
さ
れ
た
。

●
今
後
の
展
望

　
今
回
の
議
論
の
中
で
は
、
香
港
政
府

の
決
定
権
が
そ
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
曽
蔭

権
行
政
長
官
で
な
く
、
中
国
当
局
に
あ

る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
親

政
府
派
の
一
部
は
中
国
当
局
の
対
応
を

予
測
で
き
ず
、民
主
党
批
判
を
続
け
た
。

喬
曉
陽
全
人
代
常
務
委
副
委
員
長
が
全

人
代
香
港
代
表
に
釈
明
を
行
い
、
親
政

府
派
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
を
図
っ
た
が
、
ダ

メ
ー
ジ
は
残
る
だ
ろ
う
。
民
主
党
も
議

員
や
党
員
の
離
反
な
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
た
が
、
改
革
案
可
決
後
の
世
論
調

査
で
は
公
民
党
と
共
に
支
持
を
増
し

た
。
逆
に
過
激
な
抗
議
活
動
を
行
っ
た

社
民
連
は
支
持
を
減
ら
し
た
（
参
考
資

料
③
）。

　
今
後
は
二
〇
一
七
年
行
政
長
官
お
よ

び
二
〇
二
〇
年
立
法
会
選
挙
の
制
度
、

つ
ま
り
民
主
化
の
完
成
形
態
の
議
論
が

行
わ
れ
る
。
民
主
派
が
懸
念
し
た
よ
う

に
、
職
能
団
体
選
出
枠
が
廃
止
さ
れ
る

保
証
は
な
い
。
し
か
し
、
中
国
当
局
が

普
通
選
挙
の
定
義
を
明
示
し
た
以
上
、

同
選
出
枠
が
制
限
的
な
ま
ま
維
持
さ
れ

る
可
能
性
も
低
い
。
民
主
党
の
提
案
で

区
議
会
選
出
枠
で
の
直
接
投
票
が
実
現

し
た
が
、
実
は
一
月
に
梁
愛
詩
全
人
代

基
本
法
委
副
主
任
委
員
が（
返
還
前
の
）

パ
ッ
テ
ン
総
督
に
よ
る
職
能
団
体
選
出

枠
の
改
革
を
参
考
に
す
る
と
述
べ
て
い

る
。
職
能
団
体
選
出
枠
が
普
通
間
接
選

挙
に
近
い
制
度
に
な
る
可
能
性
は
高
い

と
思
わ
れ
る
。

（
た
け
う
ち
　
た
か
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
東
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴
残
り
の
議
員
は
行
政
長
官
に
よ
る
任
命

議
員
、
ま
た
各
地
の
郷
事
委
員
会
主
席

（
兼
任
議
員
）
が
占
め
る
。
郷
事
委
員

会
は
「
原
居
民
」（
植
民
地
化
以
前
の

新
界
地
区
住
民
の
子
孫
）
の
自
治
組
織

で
あ
る
。

⑵
日
本
で
は
住
民
投
票
も
し
く
は
国
民
投

票
と
訳
さ
れ
る
。

《
参
考
資
料
》

①
選
挙
管
理
委
員
会
「2008

年
立
法
會

選
舉
報
告
書
」附
録
三
お
よ
び
四（http: 

//w
w
w
.eac.gov.hk/ch/legco/

2008lce_report1.htm

）

②
香
港
大
学
民
意
研
究
計
画
「
香
港
政
制

發
展
意
見
調

二
〇
〇
五
年
一
二
月

　

数
據
匯
集
」（http://hkupop.hku.hk/

chinese/report/conrf05/freq.htm
l

）

③
香
港
中
文
大
学
亜
太
研
究
所
「『
政
改
』

通
過
後
政
黨
支
持
及
社
會
共
識
民
意

調

」（http://w
eb.sw

k.cuhk.edu.
hk/~ckw

ong/Press release- Post 
political reform

 social consensus-
Final.doc

）

表1　選挙の現行制度および2005年、2010年の改革案
現行 2005年案 2010年案（可決済み）

実施時期 1997年～ 2007年～（想定）2012年～（予定）

行
政
長
官
選
挙

選挙委員会の定数 800人 1600人 1200人
（内訳）商工、金融界 200人 300人 300人

専門職 200人 300人 300人
労組、社会サービス、宗教 200人 300人 300人

各種議員など 200人 700人（区議会議
員全員を含む）

300人（区議会民選議員
が互選する117人を含む）

立候補に必要な選挙委員の推薦数 100人 200人 150名

立
法
会
選
挙

定数 60人 70人 70人
（内訳）普通選挙枠 30人 35人 35人

職能団体選出枠 30人 35人 35人

（区議会選出枠） 1人（区議会議
員による互選）

6人（区議会議員
による互選）

6人（1人は民選議員による
互選、5人は直接選挙［注2］）

（出所）各種資料を参照し、筆者作成。
（注1）選挙委員および立法会議員の詳細な選出方法は、香港基本法付属文書に記載されず、別途立法化される予定。
（注2）立候補は区議会民選議員で、一定数（後日決定）の区議会民選議員から推薦を得た者に限る。

投票は他の職能団体選出枠で投票権がない有権者に限る。


